
１

①
原子力
規制庁

②
東京
電力

③
原子力
規制庁

④
原子力
規制庁

⑤
原子力
規制庁

⑥
原子力
規制庁

⑦
資源エネ
ルギー庁

回答

①
東京
電力

②
東京
電力

③
東京
電力

【 柏崎刈羽原子力発電所に関する懸念事項　対応状況一覧 】

・不適切事案を繰り返す東京電力に対し、市民の不安はこれまでになく高まっており、現状では市民の信頼は到底得られ
ない
・原発を運営する技術的能力だけでなく、企業文化的な側面も踏まえ、国は厳格な審査を行っていただきたい
・あわせて、市民の不安解消に向け、国及び東京電力は抜本的な改革を行っていただきたい

・国の追加検査が延長されるなど、東京電力の原子力事業者としての適格性を疑わざるを得ない状況が続いていることか
ら、国・県において十分に確認していただき、市民の安心・安全を確保していただきたい

１．（１）．①と同じ

No

・設備面では何重もの安全対策を、運転・補修員には徹底した教育・訓練を行い安全確保に努め、発電所周辺一帯の環
境・住民に影響を及ぼさないよう安全対策を今後も確行していただきたい

１．（１）．②と同じ

・原発を運営する技術的能力だけでなく、企業文化的な側面も踏まえ、国は厳格な審査をこれからも行っていただきたい

懸　念　事　項

・繰り返しおこる不適切事案について、再発防止や信頼回復に向けて努めてもらいたい

追加検査の結果、昨年12月27日の原子力規制委員会において、原子力規制検査の対応区分
が第１区分である自律的な改善が見込める状態へと変更された。また、原子炉設置者とし
ての適格性について、技術的能力がないとする理由はないとされていたが、これを変更す
る理由はないとの判断をいただいた。ただし、継続的に安全性向上に向けて取り組むこと
が大前提であり、引き続き安全性の追求に終わりはないという考えの下、自律的に改善を
行い、パフォーマンスを維持、向上していくよう努めたい。何より発電所で働く人間が自
信を持ってこの発電所は大丈夫だと胸を張れるように、全員参加型のカイゼン活動を継続
していく。（R6.2.6原子力発電所連絡会）

我々の言う適格性は、原子力事業者の基本姿勢。この中には安全文化的な要素もある。平
成29年の設置変更許可の際に、基本姿勢を保安規定に書かせ、遵守させることが適格性を
維持するものである、との結論になった。適格性の再確認とは、基本姿勢をしっかりと満
たしているかということについて確認をしたもの。（R6.2.6実務担当者会議）

１．（１）．①と同じ

１．（１）．①と同じ

・度重なる不適切事案で、東京電力に対する市民の信頼感は失墜していると感じる
・この状況下で原発再稼働への動きが出れば、大きな反対の動きが出るのは必至であり、自治体としては、これまでの不
適切事案を踏まえると、東京電力を擁護することは困難である
・原発を動かす事業者としての適格性について、市民の理解が得られるよう、抜本的な企業体質の改革が必要であると感
じる

柏崎刈羽原子力発電所の追加検査は終わったが、規制委員会は東京電力に対して継続的改
善を一過性にしない取組、原子力事業者としての基本姿勢を遵守する取組、職員が変わっ
ても世代を超えて継承するための人材育成を含めた取組を求めており、引き続き原子力規
制検査をはじめとする規制活動を通じて東京電力を監視する。特に柏崎刈羽原子力発電所
は、基本検査において、３つの重点項目である荒天時の監視、是正措置活動の状況、核物
質防護モニタリング室の活動について、手厚く監視していきたい。（R6.2.23首長説明
会）

東京電力の信頼が損なわれていることを非常に重く受けとめている。こうした背景の元に
原子力関係閣僚会議が開催され、抜本的な改革を行うという観点から、海外の専門家や他
の事業者など「外部の目」も積極的に取り入れた自律的な安全向上の改善を継続するガバ
ナンス体制の強化を指導・監督していくよう、総理から指示があった。国及び東京電力と
もに地元の不安に正面から向き合いしっかりと対応を進めていきたい。（R6.11.11実務担
当者会議）

（１）東京電力の事業者としての適格性について厳格な審査の実施及び電力事業者の抜本的な改革促進

（２）東京電力の再発防止や信頼回復に向けた努力

・国による追加検査継続や、東京電力社員の書類紛失事案等の不適切事案を受けて、柏崎刈羽原発運営主体としての信頼
回復に至っていない
・運営会社の信頼なくして再稼働はありえないと考えており、国において、東京電力の適格性について厳格な審査を進め
ていただきたい

懸念事項への対応

回答

・東京電力は不適切案件が続発しており、その度に原発運転の適格性を問う様々な厳しい声が聞かれる
・国は、再稼働の検討をする前に東京電力の適格性について厳正に審査を行っていただきたい

・東京電力は、信頼を失う事案を繰り返し起こしていることから、東京電力や協力企業は全力で信頼回復に努める必要が
ある

・東京電力は、相次ぐ不適切事案により、安全管理体制などにおいて市民からの信頼は損なわれていることから、国及び
東京電力は抜本的な改革を行ってほしい

東京電力の適格性等について
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【 柏崎刈羽原子力発電所に関する懸念事項　対応状況一覧 】

No 懸　念　事　項 懸念事項への対応

２ 柏崎刈羽原発の防災対策について

ア 内閣府

イ 内閣府

ウ 内閣府

エ 内閣府

オ 内閣府

カ 内閣府

キ 内閣府

ク 内閣府

回答

ア 内閣府

イ 内閣府

・近年の大雪などにより複合災害時の避難に、市民は大きな不安を感じている
・万が一の原子力災害に備え、避難・輸送道路の整備促進が重要であり、複合災害時においても機能するよう整備をお願
いしたい
・避難経路における除雪体制、自衛隊の出動要請が柔軟に行えるなど避難支援体制の充実強化をお願いしたい

・万が一原子力災害が起きた場合に円滑な避難ができるよう避難経路の整備をお願いしたい

・地震や豪雪などの複合災害時の避難に、市民は大きな不安と疑問を感じている。複合災害時の避難路確保や、大人数の
避難の課題への解決方法を含め、万が一の過酷事故の際にも安全に避難できる体制を構築するとともに、特にＵＰＺ住民
の安全な一時移転のため、避難路のほか通信設備などのインフラ整備を進め、万全の対策を期してほしい。
・加えて、万が一の過酷事故の際に、信濃川水系や越後平野に及ぼす影響を懸念している。

・令和4年12月の大雪で、柏崎市内のR８号は約22㎞の車両滞留、通行止め解除まで38ｈを要し、規格の高い北陸道でも最
長52ｈの通行止めとなり、避難路の課題が浮き彫りとなった
・当UPZ圏内は、避難路のほか、豪雪地特有のリスクもあるため、住民の不安は増大している
・豪雪時での原子力防災の検証を行い、住民が納得できる具体的な手立てを示す必要がある
・原発避難路となる幹線道は、渋滞対策のほか、雪害を含む災害に強い高規格の道路が求められる。併せて、住民の再稼
働への理解促進のためには、未改良や課題となる区間の早期解消が必要となるため、国直轄等の集中投資による道路整備
が必要と考える

・地震や豪雪、浸水害などの複合災害時の避難に、避難先(応援側)自治体としても不安を感じている

・地震や豪雪などの複合災害時の避難に、住民は大きな不安と疑問を感じている。避難住民を受け入れる市町村として、
複合災害時の避難路確保や、大人数の避難の課題への解決方法を含め、万が一の過酷事故の際にも安全に避難できる体制
を構築していただきたい

・常に最悪の事態を想定した避難計画が必要であり、事故発生時の風向きなどにより離島にも影響が出た場合の解決方法
や島外避難など安全に避難できる体制を構築していただきたい

・当市はＵＰＺ住民の受け入れ先となっているが、事故の原因が地震などの場合は、当市の市民も避難が必要なことも想
定されることから、さらなる広域的な避難についても、具体的に検討していただきたい
・策定時に出された意見で検討中のものや、避難委員会の報告書における論点などが適確に反映され、より実効性のある
計画となるよう改善していただきたい

・原子力災害と他の自然災害が同時に発生した際、安全に避難することが可能であるのか多くの住民は不安を感じている
・国や県は、複合災害発生時であっても、確実に避難できる経路や手段を避難計画に加えていただきたい
・また、すでに渋滞が発生した場合の対応や、避難する段階において積雪により避難できない場合に屋内退避をすること
の有効性など、住民が納得できる根拠を占めしていただきたい

➁３０Ｋｍ圏外の広域避難時における対応

・冬期間の原子力災害においては、主要な避難道路の除雪等が必要となることから、国、県、市町村等が連携して訓練を
繰り返し行い、その中で明らかになった課題の解決に取り組んでいく必要がある
・大雪時の避難体制をきちんと構築するとともに、大雪との複合災害を想定した「冬季避難訓練」をＰＡＺのみならずＵ
ＰＺにおいても実施するなど、広域避難計画の実効性と冬期間における原子力災害への対応力を高める取組を進めていた
だきたい

・除雪体制や避難経路、実動組織などいろいろな対策を講じたうえで、スムーズな避難活
動ができるような方策を検討している。取りまとまった際には、しっかりと説明させてい
ただきたい。（R5.7.27実務担当者会議）
・内閣府の原子力防災としては、原子力発電所の再稼働に関わらず、発電所・核燃料があ
る以上、当然にリスクがあるため、それに対する防災の備えをしっかり、早急にやるべき
と改めて思った。従って、防災の基本計画、これは各市町村が作った計画と国の対応を合
わせた緊急時対応ということも、当然それは未来永劫見直さないというものではなく、ま
ずはきちんと作ったうえで、改善していくといったところが大事だと思う。今回の能登半
島地震の話を踏まえたうえで、地域住民に対して、地震の防災計画は作らなくていいのか
といったところもあり、この辺りは各市町村と議論していきたいと思う。（R6.2.6実務担
当者会議）
・原子力災害時において、避難経路の重要性、避難所までの経路が避難経路であるという
認識をしており、道路の新設は予算上できないが、改良事業は行っている。今後も関係省
庁と協議しながら、避難経路の重要性を伝えて取り組んでいく。（R6.2.6実務担当者会
議）
・避難経路において、脆弱性対応などの要望がある場合、新潟県と一緒になって要望して
いただければ、関係省庁と対応する。また、住民が避難する際に「経路を示して逃げやす
くする設備（電光表示盤）」などについては整備できるため、渋滞が起きないようにあら
ゆるものを活用し、準備をしていきたい。（R6.2.23首長説明会）
・原子力災害などの有無に関わらず、防災基本計画に基づく地震対策として、強靱化を図
ることは進めるべき。救助については、道路管理者が啓開し、それでも難しければ実動組
織が空路などを使って救助する計画としている。（R6.2.23首長説明会）
・信濃川水系や越後平野への影響についての懸念に関しては、環境放射線モニタリングの
実施・支援やモニタリング結果の情報公開等に取り組んで行く。

（１）避難計画の実効性向上

①大雪等の複合災害時の対策強化（避難路整備、避難支援体制強化　等）

回答

ＵＰＺはＩＡＥＡの安全基準の中で「5㎞～30㎞の間で設定」としている。日本の場合
は、その範囲の30㎞という最も遠い距離を選択し、広い形で設定している。原子力規制委
員会の言葉を借りれば、30㎞圏外で大きな一時移転を伴うようなことは、ほぼほぼ考えに
くいとのことだが、安全に絶対はないため、モニタリングポストを活用しながら30㎞圏外
においても屋内退避、一時移転が必要な場合においては、計測値をもとに避難する可能性
はある。（R6.2.6実務担当者会議）

避難の方法については、佐渡市においては島内避難で済むのであれば、島内避難。島内避
難で済まないということであれば、海路を使い島外避難が必要になってくると思う。30㎞
圏外だから絶対ないということではなく、30㎞圏外を含めたうえで、放射性物質の放出の
影響があれば対応をしていく。（R6.2.6実務担当者会議）
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【 柏崎刈羽原子力発電所に関する懸念事項　対応状況一覧 】

No 懸　念　事　項 懸念事項への対応

ウ
原子力
規制庁

回答

ア 新潟県

回答

ア 内閣府

イ 新潟県

回答

① 内閣府
(消防庁)

② 内閣府
(消防庁)

③ 内閣府
(消防庁)

回答

①
資源エネ
ルギー庁

②
資源エネ
ルギー庁

・原発事故発生時におけるＰＡＺ・ＵＰＺ住民の広域避難について、現在道路交通網整備を中心に検討されているが、受
け入れ先の避難所の定員では数日間の緊急避難が限界と考える。その後の応急仮設住宅建設(借り上げ)や更なる遠距離避
難について、どのように考えているのか

（２）テロやミサイル攻撃等の対応

（３）原子力災害時の責任主体を明確化

回答待ち
・ＵＰＺ圏外市町村への安定ヨウ素剤の配布については、受取方法や配布方法など体制等についての明確なマニュアルが
ない
・国はＵＰＺ圏外市町村向けの安定ヨウ素剤の配布計画を示していただきたい

・原発の存在だけで、ＵＰＺ自治体の職員は精神的な負担を受け、また、住民対応などの業務が嵩んでいることから、Ｕ
ＰＺ自治体職員の負担を減らすべく、広域自治体である県より主動していただきたい

③避難、一時移転後の長期スパンにおける避難者対応

・万が一の原発事故に際しては、ＰＡＺ及びＵＰＺ内住民の広域避難の対応と並行し、住民の問い合わせ対応に追われる
ことが想定されるため、国が主導して放射性物質放出量・気象条件等、複数のパターンによるプルーム通過等のシミュ
レーションを行っていただきたい

・テロ（サイバーテロを含む）やミサイル攻撃に備え、自衛隊の常駐を含め、電力事業者任せでなく国が前面に立ち対応
していただきたい

・各種災害や武力攻撃などに備え、適切な対策を講じていただきたい

・テロやミサイル攻撃に備え、警察の駐在や自衛隊の配備を含め、国が前面に立った防衛・治安対策を確立していただき
たい

・万が一の原発事故に際しては、国が前面に立ち、補償も含め最後まで事故対応をしていただきたい

・万が一の原発事故に際しては、国が前面に立ち、補償も含め最後まで対応していただきたい

④その他（拡散シュミレーションの検討、自治体職員の負担軽減　等）

・避難所で避難者を数日間しか受入できない場合には、新潟県生活衛生同業組合連合会と
の支援協定に基づき、ホテルや旅館等の活用について、業界団体へ協力依頼を行うなど、
国、県、避難元・避難先市町村が連携し、県内の他の避難所への受入れを調整する。ま
た、県内で避難先が不足する場合は、県外の避難先への受入れを調整する。
・国の防災基本計画では、広域避難における応急仮設住宅等について、被災（避難元）市
町村が必要であると判断した場合には、受入（避難先）市町村に協議が可能であり、都道
府県としても、速やかに国と協議をして提供することとされている。

福島第一原子力発電所でＳＰＥＥＤＩを使って避難計画を作ったが、これがうまくいかな
かったということと、風向きが変化すれば避難先が変化するということもあるため、まず
はその基本的な防護措置の考え方として、風向きに左右されることなく、避難計画を作成
するということ。シミュレーションの有効性について、各自治体において考えたことを否
定してるわけではないが、国の基本的な考え方としては、風向きに左右されることなく、
30㎞圏外に避難する形をとっている。（R6.2.6実務担当者会議）

県としては、国に対し、原子力施設の立地状況や周辺の人口規模、道路事情等を考慮し、
自治体が必要と判断した防護対策については、UPZの内外にかかわらず、職員人件費を含
め、必要経費の全額を国で財政措置するよう、原子力発電関係団体協議会を通じて要望し
ている。（R6.2.23首長説明会）

武力事態対処法や国民保護法の枠組みのもとで対応することになっている。原子力発電所
においては、自然災害や原子力災害の防災基本計画を継続しながら臨機応変に対応するこ
とになる。武力攻撃についても武力事態対処法等の枠組みのもと、きっちりと国が責任を
持って対応する。（R6.2.6実務担当者会議）

万が一の事故が起きた場合、政府として国民の生命、身体、財産を守ることは重大な責務
である。事業者においては事故収束に向けた責任を負っているが、国も実動組織による各
種支援を含めた事故の拡大防止と早急な事態の収束、住民避難の支援、物資の円滑な供
給、医師の派遣などが円滑に行われるように責任を持って対応する。（R6.11.11実務担当
者会議）

原子力に関する損害賠償についても関係法令に基づいて、国として責任を持って対応して
いく。一部の例外規定はあるが、「原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる」と
原子力損害賠償法で規定されている。一方で、原子力事業者が被害者に対する賠償を迅速
かつ適切に行うため、その責務を貫徹するために制度を整えておくことが大事である。具
体的には1,200億円以下の損害賠償については、原子力損害賠償法の措置があるが、それ
を超える損害については、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法による資金制度があり、こ
の制度を活用して原子力賠償のための資金を事業者に交付する。なお、この交付する資金
は、各電力原子力事業者から支払われる負担金等が原資になっている。（R6.11.11実務担
当者会議）

3 / 6 



【 柏崎刈羽原子力発電所に関する懸念事項　対応状況一覧 】

No 懸　念　事　項 懸念事項への対応

回答

原子力
規制庁

内閣府

東京
電力

原子力
規制庁

内閣府

回答

①
東京
電力

回答

①
原子力
規制庁

② 内閣府
地元の声をしっかりとお聞きし、住民の皆様の安全、安心を第一として、原子力防災の継
続的な充実・強化を図り、原子力災害対応の実効性向上にしっかりと取り組んでいく。

（４）住民説明の徹底

（５）集中立地のリスク（廃炉や使用済み核燃料等の移転など）

ご指摘を真摯に受け止め、今後も住民の声をしっかりと伺い、発電所の業務運営に着実に
反映するとともに、その結果を住民に説明していきたい。現状では、日々の訪問や各地で
開催しているコミュニケーションブース、住民説明会、ボランティア活動・地域行事等へ
の参加、広報誌・ＳＮＳ等各種媒体を使った広報活動を展開している。（R6.2.6原子力発
電所連絡会）

長期にわたる十分な規模の非化石電源の確保に見通しが立っていない現時点では、原子力
発電所は低廉で安定的かつCO2の少ない電気を供給する上で必要な電源であると考えてい
る。今後、十分な規模の非化石電源の確保が見通せる状況になった場合には、６、７号機
が再稼働したとして、５年以内に１～５号機のうち１基以上について廃炉も想定したス
テップを踏んでいくことを考えている。使用済核燃料の扱いについては、再処理を前提と
して、号機間輸送やリサイクル燃料貯蔵の活用を含め、安全確保しながら適切に対応して
いく。柏崎刈羽原発の使用済燃料プールは、福島第一原発事故を踏まえ、全電源が喪失し
た場合でも注水ができるよう、電源供給手段や注水手段の多様化を図り、必要な資機材を
配備している。また、核燃料移動禁止命令の解除を受け、リサイクル燃料貯蔵の事業開始
に向けた搬出計画を策定し、遅くとも年度内にはお示ししたい。（R6.2.6原子力発電所連
絡会）

・柏崎刈羽原発は７基もの原子炉が集中立地する「世界最大の原発」であることから市民・住民のリスクは大きい
・廃炉や使用済み核燃料等の移転を進めるなど具体的なリスク軽減に向けた方針を示していただきたい

・ＧＸ基本方針で示された次世代革新炉への建て替えや運転期間の延長などについては、これまで可能な限り原発依存度
を低減するとしてきた方針から転換されたのではなどと、不安や様々な意見があることから、その必要性について国民か
ら理解が得られるように丁寧に説明していただきたい
・ＧＸ脱炭素電源法の成立により定められた、経済産業省による６０年を超える運転認可についての審査や、原子力規制
委員会による３０年経過後１０年毎に行う検査について、国民が不安に感じないように行っていただきたい

・「原子力の活用」については、従来の施策が大きく転換されたにも関わらず、法律の成立過程において国民的議論が不
十分で拙速感が否めないことから懸念を抱いている
・原発の運転期間延長による安全性に疑問を感じることから、法律の内容や安全性の確保について国民や関係自治体に説
明するとともに、国が前面に立って住民の安全・安心を確保できる広域避難体制を整備していただきたい

（６）ＧＸ脱炭素電源法改正に伴う安全確保

・原子力事業の安心・安全が確保できるよう、核物質防護及び豪雪時における屋内退避や避難の実効性をはじめ、柏崎刈
羽原子力発電所の安全対策や防護措置の検証を徹底的に行い、住民に対しわかりやすく説明していただきたい

我々は規制に特化する、いわゆる安全性だけを見る組織。電気料金の問題や、エネルギー
政策に影響を受けず、純粋に安全への目線で、何をやるべきか、どうであるべきかについ
て監視、監督をする組織である。そういった組織の精神というものを徹底して参りたい。
また、住民への説明会は、要請があれば行って説明する。（R6.2.6実務担当者会議）
今回の検査結果については、１月以降、関係する地域、自治体に説明する機会を設けたと
ころだが、今後も同様の要望があれば説明に伺う。（R6.2.23首長説明会）

２．（４）．①と同じ

除雪体制や避難経路、実働組織などいろいろな対策を講じたうえで、スムーズな避難活動
ができるような方策をまさに今検討している。取りまとまった際には、しっかりと説明さ
せていただきたい。（R5.7.27実務担当者会議）

２．（４）．②と同じ

運転期間の延長については、柏崎刈羽原発の場合はまだ各号機で具体的な動きにはなって
いないが、今後、審査や検査を行った結果については適宜説明責任を果たしていきたい。
（R5.7.27実務担当者会議）

①

②

・原子力規制委員会の安全性の審査結果、事故発生リスクの度合い、災害発生時の段階的な避難や屋内待避の有効性、放
射線による被ばくの影響、さらには土壌汚染の影響など、住民理解が進んでいるとは言い難い状況である
・「国が前面に立って」の言葉通り、国若しくは事業者が、UPZ圏内の住民に対し、直接の説明の場を設けるなど、住民が
正しい知識を習得し判断できる環境を整えることが重要と考える
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【 柏崎刈羽原子力発電所に関する懸念事項　対応状況一覧 】

No 懸　念　事　項 懸念事項への対応

回答

① 新潟県

② 新潟県

③ 新潟県

３

① 新潟県

回答

①
資源エネ
ルギー庁

回答

①
資源エネ
ルギー庁

②
資源エネ
ルギー庁

③
資源エネ
ルギー庁

・当市は特別豪雪地帯であり「雪」対策は特に重要な課題である
・避難経路について市民の安全を確保するうえで道路除雪の体制強化や避難道路整備などの対策を講じる必要があるが、
そのためには多額の費用負担が生じるため、その財政支援をお願いしたい
・現在、電源立地地域対策交付金の交付先は、立地自治体の一部に限られており、ＵＰＺ区域にありながら交付されない
地域があり、様々な面で不公平が生じていることから、恒久的な財政支援を平等にお願いしたい

・国は、原子力発電所の建設や運転の円滑化を図るため、発電所の所在自治体等に対し、電源立地地域対策交付金などの
財政支援を行っているが、周辺自治体も対象の交付金は、原発所在自治体の隣接（旧市町村）が条件である
・原発周辺の自治体は、所在自治体と同様、原発に由来する様々なリスクを抱えているが、リスクの大きさは隣接か否か
ではなく、原発からの距離に比例する
・平成24年度に「原子力災害対策重点区域」が３０㎞圏内に拡大されたことも踏まえ、発電用施設の設置や運転の円滑化
のためには、被害が想当される区域においても地域振興等を通じた住民理解の向上が必要となるため、電源立地地域対策
交付金の対象区域の拡大など、整合のとれた制度に見直すことが必要と考える

その他

・知事は、「３つの検証の結果を県民に情報共有し、その上で、リーダーとして責任を持って結論を県民に示す。そし
て、その結論を県民が受け入れるかどうかについて、県民の意思を確認するプロセスが必要と考えている」と表明してい
る
・各自治体に対し、意見を求める場面がある場合、余裕を持ったスケジュールが必要と考える

・３つの検証を県が総括することについて、県民から理解が得られるよう説明していただきたい

・原子力災害が発生した際の市民への健康と生活に及ぼす影響についてしっかりと検証してほしい(影響の範囲）

・柏崎刈羽原子力発電所の主な送電先は関東圏であり、原子力災害時に避難等の防災対応を強いられる地域にとっては、
多大な負担と不安がある
・当該地域の負担軽減を図るための手当や支援策を検討し拡充をお願いしたい

・３つの検証とその取りまとめについては、県の柏崎刈羽原発の安全対策の確認及び広域避難計画の実効性の検証を進め
ていく上で重要な取組である
・県においては３つの検証結果の総括を早期に進めるとともに、その結果を県内市町村長や県民に分かりやすく説明いた
だきたい

（７）県の３つの検証総括をしっかり進め、市町村や住民を対象にわかりやすく説明

（１）自治体の意向取りまとめ方法の早期提示

（２）電力の安定供給確保

（３）地域支援の拡充

・電力不足が懸念されている。電力の安定供給に向けて、国、事業者が一丸となって取り組みを進めてもらいたい

・県は、検証総括委員会を３つの検証を総括するために設置していたが、目的に沿った実
施に至らなかったことから、受領した３つの検証の報告書に基づき、県が総括を行い、昨
年９月に報告書を公表した。
・３つの検証の総括報告書については、説明動画のホームページ掲載、新聞広告、広報誌
等により、広く県民の皆様に情報共有している。また、昨年11月・12月に開催した県民説
明会では、サテライト会場やWeb参加者もご質問ができるようにしたほか、事前にご質問
を受け付け、当日頂いたご質問も含め、多くのご質問にお答えした。加えて、昨年11月に
は市町村研究会実務担当者会議、本年２月には首長説明会において、説明を行った。
・原発事故による健康と生活への影響の検証は、健康・生活委員会で行った。

知事は議会において、柏崎刈羽原子力発電所の再稼働については、市町村と協力して立地
自治体以外の自治体の意向を取りまとめ、意思表示を行うことで広域自治体としての役割
を果たすと答弁している。
柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に関する今後の議論の具体的な進め方については、現時点
でスケジュール等の見通しはないが、事務方としては皆様のご意見を上司に伝えながら、
取りまとめ方法や、スケジュールを適切な時期にお示しできるように対応して参りたいと
考えている。

回答

電力の安定供給について、今は約50年前のオイルショックの時とほぼ同じような状態にあ
るという危機意識のもと、喫緊かつ重要な課題の一つに位置付けている。安定供給を進め
るためには、自国内でまかなえる電力、エネルギー資源を活用することが大事である。再
生可能エネルギーの活用も最大限進めるが、原子力発電についても安全最優先でしっかり
と進めていくことが政府の方針である。（R6.11.11実務担当者会議）

３．（３）．①と同じ

３．（３）．①と同じ

支援策の拡充や不公平の解消、交付金の対象地域の見直し、電気料金の低減、リスクを
負っている状況への支援など、様々な意見をいただいており、意見はしっかりと受け止め
る。原子力関係閣僚会議では、不安の声や地域振興も含めた要望等をしっかり受け止め、
政府を挙げて更なる具体的な対応を行うよう指示が出ている。交付金は財政上の制約があ
るが、引き続き新潟県民の様々な声をいただきながら、地域の実情を踏まえ、何ができる
かをしっかりと検討をしていく。（R6.11.11実務担当者会議）
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【 柏崎刈羽原子力発電所に関する懸念事項　対応状況一覧 】

No 懸　念　事　項 懸念事項への対応

東京
電力

資源エネ
ルギー庁

東京
電力

資源エネ
ルギー庁

・現在の電気料金高騰は、市民の生活や企業の事業継続に大きな打撃を与えている。新潟県は原発立地県でありながら、
電気料金が安いわけでもない。九州電力は玄海原発・川内原発を稼働させている為、令和5年度電気料金値上げをしなかっ
た。柏崎刈羽原発を再稼働することになった場合、新潟県内に電気を供給し、電気料金を今より下げるという考えはない
か

・ＵＰＺ住民は柏崎刈羽原発があるために、屋内退避や一時移転などに大きな負担を強いられる。また、立地企業も原発
隣接地域ということで、万が一の過酷事故の際に、大きな損害を被るリスクを抱えており、この負担に相応する支援（電
気料金の値下げなど）をお願いしたい

④

⑤

３．（３）．①と同じ

３．（３）．①と同じ

電力市場完全自由化に伴い、あらゆる小売電気事業者より電気を購入することが可能と
なっているが、当社の子会社である東京電力エナジーパートナーが、新潟県域で安価な電
気料金の提供ができてないというご意見を真摯に受け止めたい。なお、原発が立地してい
る柏崎市と刈羽村に加え、隣接地域では、軽減制度として原子力発電施設周辺地域立地給
付金や原子力発電施設等周辺地域企業立地支援給付金があると理解している。（R6.2.6原
子力発電所連絡会）

３．（３）．④と同じ
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